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平成 29年第２回牧之原市議会６月定例会市長提出議案について 
 
 

 補正予算 ２件  条例制定 ２件  条例改正 ５件  そ の 他 １０件 

（合計 １９件） 
 

６月１日提出議案（当初議案） 

報告第１号 平成２８年度牧之原市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て                        ＜財政課＞                              

平成２８年度牧之原市一般会計第４号及び第５号補正予算で設定した繰越明許

について、平成２９年度に繰り越して使用する歳出予算の経費が確定したので、 

地方自治法施行令第１４６条第２項に基づき報告する。   【報告日：６月１日】 

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度牧之原市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号））        ＜市民課＞                              

静岡県後期高齢者医療広域連合の保険料算定システムに誤りがあり、平成２０年

から２８年までの保険料に関するエラーリストが、３月２８日に広域連合から送付

された。４月中に還付及び追加徴収の事務手続を行う必要が生じ、歳出還付金が 

不足となったことから平成２９年度第１回目の補正予算として編成したが、議会を

招集し議決を求める時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の 

規定により専決処分したので、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求める。 

   【議決予定日：６月９日】                         

承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（牧之原市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例）              ＜市民課＞                                

地方税法施行令の一部を改正する政令が平成２９年３月３１日付けで公布され、

国民健康保険税の減額の対象となる軽減判定所得の基準が引き上げられたことに

伴い、本条例の一部を改正し４月１日から施行することとしたが、議会を招集し  

議決を求める時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定に 

より専決処分したので、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求める。 

                         【議決予定日：６月９日】 

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（牧之原市税条例の一部を改正

する条例））                    ＜税務課＞                                

国の税制改正に伴い、「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」

が平成２９年３月３１日付けで公布され、本市においても固定資産税の特例の  

新設、軽自動車税の税率の特例の延長などを行うため、市税条例の一部を改正し 

４月１日から施行する必要が生じたが、議会を招集し議決を求める時間的余裕が 

なかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき報告し、承認を求める。     【議決予定日：６月９日】                          
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承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（牧之原市消防団員等公務災害

補償条例の一部を改正する条例）           ＜防災課＞                                

一般職の職員の給与に関する法律の改正により、「非常勤消防団員等に係る損害

補償の基準を定める政令」に定められている扶養親族加算額及び加算対象区分に 

ついての一部改正が行われ、平成２９年３月２９日付けで公布され、４月１日から

施行された。これに伴い、同政令の規定を引用している本条例の加算額等を改正し、

４月１日から施行する必要が生じたが、議会を招集し議決を求める時間的余裕が 

なかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき報告し、承認を求める。     【議決予定日：６月９日】                           

承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（牧之原市工場立地に関する準

則を定める条例の一部を改正する条例）      ＜商工企業課＞                              

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 

整備に関する法律が平成２８年５月２０日に公布されたことに伴い、工業立地法の

一部改正が行われ、本条例で引用している工場立地法の条ずれを改正し４月１日 

から施行する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決 

処分したので、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求める。 

                         【議決予定日：６月９日】 

諮問第１号～第３号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

                               ＜市民課＞                           

人権擁護委員の３名が平成２９年１２月３１日で任期満了となるため、後任の 

候補者の推薦について、議会の意見を求める。任期は、平成３０年１月１日から  

３箇年となる。                   【議決予定日：６月９日】 

議案第４１号 平成２９年度牧之原市一般会計補正予算（第１号） 

                               ＜財政課＞                           

平成２９年度第１回目の補正予算として編成するもので、緊急に財源措置をしな

ければならない予算について議決を求める。 

災害復旧や維持修繕など緊急性の高い事業、二酸化炭素排出抑制事業や農村地域

防災減災事業などに関する経費及び旧片浜小学校の利活用に関する経費などの 

計上が、主なものとなっている。 

  現 計 予算額 19,650,000 千円   

  今 回 補正額   152,812 千円  

  補正後 予算額 19,802,812 千円            【議決予定日：６月 22 日】 

議案第４２号 固定資産評価員の選任について 

                               ＜税務課＞ 

固定資産評価員に選任していた前市民生活部長の退職に伴い、後任の市民生活 

部長を新たに固定資産評価員として選任するに当たり、地方税法第４０４条第２項

の規定に基づき議会の同意を求める。         【議決予定日：６月９日】                          
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議案第４３号 市道大倉壱丁田線新設工事（１工区）の請負契約について 

議案第４４号 市道大倉壱丁田線新設工事（２工区）の請負契約について 

                               ＜建設課＞ 

市道大倉壱丁田線新設工事（１工区及び２工区）について、それぞれ平成２９年  

５月１８日に制限付き一般競争入札を実施し、予定価格が１億５千万円以上である

ため、牧之原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。     【議決予定日：６月９日】                          

議案第４５号 御前崎市牧之原市学校組合規約の一部を変更する規約について 

                             ＜教育総務課＞ 

御前崎市の機構改革により、御前崎市教育委員会の事務所の位置を変更すること

に伴い、御前崎市牧之原市学校組合の事務所の位置を定めた同組合規約を変更する

ため、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求める。 

                        【議決予定日：６月 22 日】 

議案第４６号 牧之原市介護保険条例の一部を改正する条例 

                            ＜高齢者福祉課＞                                        

介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成２９年４月１日から施行され、  

平成２９年度における第１号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準の

特例として、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡

所得に係る特別控除額を用いることができることとなったことに伴い、本市におい

ても、この新たな所得指標を用いることとするための改正を行う。 

                        【議決予定日：６月 22 日】             

議案第４７号 牧之原市土地改良財産の管理及び処分に関する条例の制定につい

て                       ＜農政課＞                                        

国営大井川二期事業において、大井川用水の新規受益地である坂部・坂口地区に

新たに榛原９号水路を整備し、平成２８年度末に工事が完了した。この工事により

整備された揚水ポンプ場及びパイプラインを国が市へ譲渡することに伴い、施設を

国から市へ譲渡するには市町村の条例が必要となることから、本条例を制定する。                        

 【議決予定日：６月 22 日】     

議案第４８号 牧之原市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について                    

＜商工企業課＞                             

牧之原市の中小企業・小規模企業が持続的に成長、発展していくためには、自ら

が計画的かつ主体的に経営の向上に努めることはもとより、全ての市民が、意欲の

ある中小企業・小規模企業を地域社会全体で支援することの意義について理解を 

深め、連携し、協力していくことが不可欠である。 

市では、地域の経済や雇用を支える担い手として重要な役割を果たしている中小

企業・小規模企業の振興を重要施策として位置づけ、これを総合的に推進するため、  

本条例を制定する。                【議決予定日：６月 22 日】     
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議案第４９号 牧之原市営土地改良事業（男神地区）の計画変更について 

                               ＜農政課＞ 

市営土地改良事業（男神地区）の計画変更に伴い、土地改良法第９６条の３   

第１項の規定に基づき、土地改良事業の計画変更について、議会の議決を求める。 

 【議決予定日：６月 22 日】     

 

６月９日提出議案（追加議案） 

議案第５０号 津波避難タワーＡブロック設置工事の請負契約について 

                               ＜建設課＞                            

津波避難タワーＡブロック設置工事（静波１０丁目公民館東側）について、平成

２９年６月６日に指名競争入札を実施予定であり、予定価格が１億５千万円以上で

あるため、牧之原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する 

条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。  【議決予定日：６月 22 日】 

 

 

 議会日程  

   ６月 １日（木） 本会議  提案説明、総括質疑 

   ６月 ９日（金） 本会議  通告質疑－委員会付託、一部議案審議－採決 

１３日（火） 委員会  補正予算連合審査、付託議案審査 

     １５日（木） 本会議  一般質問 

１６日（金） 本会議  一般質問 

     ２２日（木） 本会議  委員長報告－審議－採決  
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